
第 1号議案  

選挙管理委員会の設置について   

会長 石田 祐  

第 1４期理事候補者の選出手続きを進めるため、下記の通り、選挙管理委員会を設置し、 ３名
の委員を指名することについてご承認いただきたい。  

＜第 1４期理事候補者選挙管理委員会委員（50 音順）＞  
・菊池 遼 理事  
・菅野 拓 理事  
・李 妍焱理事  

（参考）会則第 16 条の 2（選任等）  
２ 理事候補者の選出手続きは、理事 3 名以上からなる選挙管理委員会を設けてこれを実 施す

るものとし、選挙の手続きに関して必要な細則は、理事会において別に定める。  

（参考）理事候補者選挙の手続きに関する細則  
第２条（委員会設置と委員の指名）  
理事会は、選挙の手続きを進めるため、理事選任総会の 4 箇月前までに選挙管理委員会（以 下
「委員会」という。）を設置し、委員 3 名以上 5 名以内を指名する。 ２ 委員の任期は、指名の日か

ら理事選任総会の終結までとする。  

以 上 


